
令和６年6月1日より「文書料金」が変更になります。

〇 改定時期：令和6年6月1日以降の申込分より

〇 新料金一覧

（1）文書料

（2）外国語文書料

文書料金の変更について

名称 内容 料金

イ 診断書料 病院所定の様式による診断書 5,500円

ロ 死亡診断書料 公務所に提出する死亡診断書又は
死体検案書

8,800円

ハ 保険会社等診断書料 保険会社又は共済組合の様式による
診断書

13,200円

ニ 特殊診断書料 その他の診断書・医学的判断に基づく
意見書

8,800円

ホ 出産等証明書料 出生証明書、妊娠証明書その他の
出産・死産に関する証明書

5,500円

へ 特殊証明書料 医学的判断に基づく証明書（ホに掲げ
るものを除く。）

7,700円

ト 一般文書料 その他の医師が作成する文書 4,400円

チ 簡易文書料 事務職員が作成する文書 3,300円

名称 内容 料金

１ 外国語文書料 外国語で作成する診断書、意見書、
証明書及び診療情報提供書

16,500円

（1通あたり税込）

（1通あたり税込）


